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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者を載置する治療台と、前記治療台に載置された患者に対して放射線を照射するため
の放射線照射部と、Ｘ線管と前記治療台に載置された患者を通過したＸ線を検出するＸ線
検出器とを備えたＸ線撮影部と、を備えた放射線治療装置において、
　治療計画作成時における患者の体位情報と、治療計画作成時の治療台の位置情報とを含
む治療計画情報を記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶された治療計画情報における患者の体位情報と、治療計画情報におけ
る治療台の位置情報とに基づいて、治療計画作成時の患者の体位と治療台の位置とを示す
画像を表示部に表示させる制御部と、を備える放射線治療装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の放射線治療装置において、
　前記制御部は、前記記憶部に記憶された治療計画情報における治療台の位置情報と、治
療開始時の治療台の位置との差が所定以上のときに警告を行う、放射線治療装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の放射線治療装置において、
　前記制御部が、前記放射線照射部、前記Ｘ線管、及び、前記Ｘ線検出器のうちの少なく
とも１つの位置を、前記表示部にさらに表示させる、放射線治療装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の放射線治療装置において、
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　前記制御部が、前記放射線治療装置が配置されている治療室内を撮影するカメラにより
撮影された患者を含む前記治療室内の画像を、前記表示部にさらに表示させる、放射線治
療装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の放射線治療装置において、
　前記記憶部は、治療計画作成時の治療台の位置情報を記憶するＲＴ－ＤＩＣＯＭと、治
療計画作成時の患者のＣＴ画像を記憶するＣＴ－ＤＩＣＯＭとを含み、
　前記制御部は、前記ＲＴ－ＤＩＣＯＭに記憶されている治療台の位置情報と、前記ＣＴ
－ＤＩＣＯＭに記憶されている患者のＣＴ画像から抽出した患者の体位情報とに基づいて
、治療計画作成時の患者の体位と治療台の位置とを示す画像を表示部に表示させる、放射
線治療装置。
【請求項６】
　患者を載置する治療台と、前記治療台に載置された患者に対して放射線を照射するため
の放射線照射部と、Ｘ線管と前記治療台に載置された患者を通過したＸ線を検出するＸ線
検出器とを備えたＸ線撮影部と、を備えた放射線治療装置に適用される画像処理装置であ
って、
　治療計画作成時における患者の体位情報と、治療計画作成時の治療台の位置情報とを含
む治療計画情報を記憶する記憶部から、治療計画作成時における患者の体位情報と、治療
計画作成時の治療台の位置情報とを抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段によって抽出された、治療計画情報における患者の体位情報と、治療計画
情報における治療台の位置情報とに基づいて、治療計画作成時の患者の体位と治療台の位
置とを示す画像を表示部に表示させる制御部と、を備える画像処理装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の画像処理装置において、
　前記記憶部は、治療計画作成時の治療台の位置情報を記憶するＲＴ－ＤＩＣＯＭと、治
療計画作成時の患者のＣＴ画像を記憶するＣＴ－ＤＩＣＯＭとを含むものであって、
　前記制御部は、前記ＲＴ－ＤＩＣＯＭに記憶されている治療台の位置情報と、前記ＣＴ
－ＤＩＣＯＭに記憶されている患者のＣＴ画像から抽出した患者の体位情報とに基づいて
、治療計画作成時の患者の体位と治療台の位置とを示す画像を表示部に表示させる、画像
処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  この発明は、患者を載置する治療台と、治療台に載置された患者に対して放射線を照射
するための放射線照射部と、Ｘ線管と治療台に載置された患者を通過したＸ線を検出する
Ｘ線検出器とを備えたＸ線撮影部とを備えた放射線治療装置およびこの放射線治療装置に
適用される画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
  このような放射線治療装置を利用して放射線治療を実行するときには、通常、治療計画
と放射線の照射とが別に実行される。そして、治療計画時と放射線の照射時には、患者の
体位が一致するように位置決めを行うことが必要となる。一方、放射線治療を実行すると
きには、放射線を患部に対して様々な方向から照射する必要がある。このため、患者は、
仰向け、うつぶせ、斜め等の複数の体位をとるばかりではなく、治療台も６軸方向に移動
・回転させることで放射線の照射方向の選択肢を増やしている。そして、このような条件
の下で、治療台上の患者が正しい姿勢となっているか否かを認識する必要がある。
【０００３】
  特許文献１には、準備室での粗位置決め時の治療台の位置情報をディスプレイ上に表示
するようにした放射線治療装置が開示されている。また、特許文献２には、患者をカメラ
により撮影した画像をモニタ上に表示する放射線治療システムが開示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２８９３７３号公報
【特許文献２】特開２０１０－９４１５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
  上述したように、患者の体位は様々であり、また、治療台も６軸方向に移動・回転する
構成であることから、特許文献１に記載されたように、オペレータが治療台の位置データ
を確認したとしても、治療台が正しい位置に設置されているか否かを容易に認識すること
は不可能である。また、特許文献２に記載されたように、オペレータがカメラにより撮影
した画像を確認したとしても、それが放射線の照射に適したものであるのか否かを確認す
ることは困難である。
【０００６】
  この発明は上記課題を解決するためになされたものであり、放射線治療時の患者の体位
と治療台の位置とが適切であるか否かを容易に認識することが可能な放射線治療装置およ
び画像処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
  第１の発明では、患者を載置する治療台と、前記治療台に載置された患者に対して放射
線を照射するための放射線照射部と、Ｘ線管と前記治療台に載置された患者を通過したＸ
線を検出するＸ線検出器とを備えたＸ線撮影部と、を備えた放射線治療装置において、治
療計画作成時における患者の体位情報と、治療計画作成時の治療台の位置情報とを含む治
療計画情報を記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶された治療計画情報における患者の体
位情報と、治療計画情報における治療台の位置情報とに基づいて、治療計画作成時の患者
の体位と治療台の位置とを示す画像を表示部に表示させる制御部と、を備える。
【０００８】
  第２の発明では、前記制御部は、前記記憶部に記憶された治療計画情報における治療台
の位置情報と、治療開始時の治療台の位置との差が所定以上のときに警告を行う。
【０００９】
  第３の発明では、前記制御部は、前記放射線照射部、前記Ｘ線管、及び前記Ｘ線検出器
の少なくとも１つの位置を、前記表示部にさらに表示させる。
【００１０】
  第４の発明では、前記制御部が、前記放射線治療装置が配置されている治療室内を撮影
するカメラにより撮影された患者を含む前記治療室内の画像を、前記表示部にさらに表示
させる。
【００１１】
　第５の発明では、前記記憶部は、治療計画作成時の治療台の位置情報を記憶するＲＴ－
ＤＩＣＯＭと、治療計画作成時の患者のＣＴ画像を記憶するＣＴ－ＤＩＣＯＭとを含み、
前記制御部は、前記ＲＴ－ＤＩＣＯＭに記憶されている治療台の位置情報と、前記ＣＴ－
ＤＩＣＯＭに記憶されている患者のＣＴ画像から抽出した患者の体位情報とに基づいて、
治療計画作成時の患者の体位と治療台の位置とを示す画像を表示部に表示させる。
【００１２】
　第６の発明では、患者を載置する治療台と、前記治療台に載置された患者に対して放射
線を照射するための放射線照射部と、Ｘ線管と前記治療台に載置された患者を通過したＸ
線を検出するＸ線検出器とを備えたＸ線撮影部と、を備えた放射線治療装置に適用される
画像処理装置であって、治療計画作成時における患者の体位情報と、治療計画作成時の治
療台の位置情報とを含む治療計画情報を記憶する記憶部から、治療計画作成時における患
者の体位情報と、治療計画作成時の治療台の位置情報とを抽出する抽出手段と、前記抽出
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手段によって抽出された、治療計画情報における患者の体位情報と、治療計画情報におけ
る治療台の位置情報とに基づいて、治療計画作成時の患者の体位と治療台の位置とを示す
画像を表示部に表示させる制御部と、を備える。
                                                                        
【００１３】
　第７の発明では、前記記憶部は、治療計画作成時の治療台の位置情報を記憶するＲＴ－
ＤＩＣＯＭと、治療計画作成時の患者のＣＴ画像を記憶するＣＴ－ＤＩＣＯＭとを含むも
のであって、前記制御部は、前記ＲＴ－ＤＩＣＯＭに記憶されている治療台の位置情報と
、前記ＣＴ－ＤＩＣＯＭに記憶されている患者のＣＴ画像から抽出した患者の体位情報と
に基づいて、治療計画作成時の患者の体位と治療台の位置とを示す画像を表示部に表示さ
せる。
【発明の効果】
【００１４】
  第１、第５、第６、第７の発明によれば、治療計画に基づく患者の体位と治療台の位置
とを表示部に表示することから、放射線治療時の患者の体位と治療台の位置とが適切であ
るか否かを容易に認識することが可能となる。
【００１５】
  第２の発明によれば、治療計画情報における治療台の位置情報と治療開始時の治療台の
位置との差が所定以上のときに警告表示を行うことから、放射線治療時の治療台の位置が
適切でない場合に、それを容易に認識することが可能となる。
【００１６】
  第３の発明によれば、治療計画に基づく患者の体位と治療台の位置とに加えて、放射線
照射部とＸ線管とＸ線検出器の位置を表示部に表示することから、これらを対比すること
で放射線照射部とＸ線管とＸ線検出器との位置の適否をも確認することが可能となる。
【００１７】
  第４の発明によれば、治療計画に基づく患者の体位と治療台の位置とに加えて、治療室
内を撮影するカメラにより撮影された患者を含む治療室内の画像を表示することから、こ
れらを対比することで、放射線治療時の患者の体位と治療台の位置とが適切であるか否か
をさらに容易に認識することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】この発明の第１実施形態に係る放射線治療装置の概要図である。
【図２】この発明の第１実施形態に係る放射線治療装置のブロック図である。
【図３】放射線治療の基本的な工程を示すフローチャートである。
【図４】患者５７の位置決め工程を示すフローチャートである。
【図５】表示部１７の画面を示す概要図である。
【図６】患者５７および治療台２７を示す概要図である。
【図７】表示部１７の画面を示す概要図である。
【図８】患者５７および治療台２７を示す概要図である。
【図９】この発明の第２実施形態に係る放射線治療装置の概要図である。
【図１０】放射線治療装置におけるヘッド５５およびヘッド支持部５４の揺動動作を示す
説明図である。
【図１１】第１Ｘ線管１ａ、第２Ｘ線管１ｂ、第１Ｘ線検出器２ａ、第２Ｘ線検出器２ｂ
が、各々、第１透視位置および第２透視位置に配置された状態を示す説明図である。
【図１２】表示部１７の画面を示す概要図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
  以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は、この発明の第１実施
形態に係る放射線治療装置の概要図であり、図２は、その主要な制御系を示すブロック図
である。なお、この放射線治療装置を構成する放射線照射部１１やＸ線撮影部１２は、そ
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れぞれが独立した装置であり、個々に制御部を備えているが、図２においては、放射線治
療装置全体の機能的構成をブロック図で示している。
【００２０】
  この放射線治療装置は、患者５７を載置するための治療台２７を備える。この治療台２
７は、後述する治療台移動機構１８により、６軸方向に移動および回転可能となっている
。また、この放射線治療装置は、各々、Ｘ線や電子線等の放射線を射出する水平照射ポー
ト２１および垂直照射ポート２２を備えた放射線照射部１１を備える。また、この放射線
治療装置は、一対のＸ線管２５、２６と、これらのＸ線管２５、２６から照射され患者５
７を通過したＸ線を測定するための一対のＸ線検出器２３、２４とを備えたＸ線撮影部１
２を備える。なお、Ｘ線検出器２３、２４としては、例えば、イメージインテンシファイ
ア（Ｉ．Ｉ．）やフラットパネルディテクタ（ＦＰＤ）が使用される。さらに、この放射
線治療装置は、患者５７をＣＴ撮影するＣＴ撮影装置１４と、患者５７に対する治療計画
を作成する治療計画装置１５と、院内システム等とネットワークを介して接続され患者５
７のデータを記憶する患者データ記憶部１６と、表示部１７と、治療台２７を移動させる
ための治療台移動機構１８を備える。そして、この放射線治療装置全体は、制御部１０に
より制御される。
【００２１】
  水平照射ポート２１および垂直照射ポート２２は、検査室内に固定されている。そして
、Ｘ線検出器２４は、Ｘ線管２６と患者５７を介して対向する水平照射ポート２１の前面
の撮影位置と、水平照射ポート２１から離隔した退避位置との間を移動可能となっており
、Ｘ線検出器２３は、Ｘ線管２５と患者５７を介して対向する垂直照射ポート２２の前面
の撮影位置と、垂直照射ポート２２から離隔した退避位置との間を移動可能となっている
。
【００２２】
  表示部１７は、グラフィカルユーザインターフェース（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ  Ｕｓｅｒ
  Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ：ＧＵＩ）として機能するものであり、例えば、液晶表示パネル等
から構成される。この表示部１７には、Ｘ線撮影画像やＣＴ画像が表示される他、後述す
る治療を行うときの患者５７と治療台２７との画像等や、放射線の照射情報やＸ線撮影情
報等の、その他の情報が表示される。
【００２３】
  ＣＴ撮影装置１４は、放射線治療を行うに先だって、患者５７の三次元ＣＴ撮影を行っ
て、患者５７の患部を含むＣＴ画像を得るためのものである。ＣＴ撮影装置１４で撮影さ
れたＣＴ画像は、治療計画装置１５に送られ、治療計画装置１５においては、患者データ
記憶部１６から読み出した患者データとＣＴ撮影装置１４により撮影した三次元のＣＴ画
像とに基づいて治療計画が作成される。
【００２４】
  次に、上述した放射線治療装置により放射線治療を行う放射線治療工程について説明す
る。まず、放射線治療の基本的な工程について説明する。図３は、放射線治療の基本的な
工程を示すフローチャートである。
【００２５】
  放射線治療を行う場合には、患者５７が入室した後（ステップＳ１）、患者５７の位置
決めを行う(ステップＳ２）。患者５７が治療に適した位置に位置決めされれば、治療ビ
ームとしての放射線を照射する(ステップＳ３）。そして、必要な治療が終了すれば、患
者５７が退室する(ステップＳ４）。
【００２６】
  次に、上述した患者５７の位置決め工程（ステップＳ３）について説明する。図４は、
患者５７の位置決め工程を示すフローチャートである。
【００２７】
  患者５７の位置決めを行う場合には、最初に、治療計画情報を取得する(ステップＳ２
１）。この治療計画情報は、ＲＴ－ＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ  Ｉｍａｇｉｎｇ  ａｎ
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ｄ  Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ  ｉｎ  Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）におけるＲＴ－Ｐｌａｎフ
ァイルに記録されている。そして、このＲＴ－Ｐｌａｎファイルに含まれている治療台情
報を抽出する（ステップＳ２２）。
【００２８】
  また、参照用のＣＴ画像を取得する（ステップＳ２３）。治療計画の作成時には、ＣＴ
画像が撮影され、ＣＴ－ＤＩＣＯＭにおいて保存されている。治療計画作成時には、この
ＣＴ画像を用いて治療ビームとしての放射線の照射方向等のパラメータが決定される。こ
のＣＴ画像から、患者５７の体位情報を抽出する（ステップＳ２４）。
【００２９】
  そして、ステップＳ２２において抽出された治療台情報とステップＳ２４において抽出
された体位情報に基づいて、治療計画通りの治療を行うために必要な患者５７の体位と治
療台２７の位置とを、表示部１７に表示する（ステップＳ２５）。このときには、表示部
１７には、患者５７の体位と治療台２７の位置とともに、治療計画情報における三次元の
ＣＴ画像に基づいて作成されたＤＲＲ（Ｄｉｇｉｔａｌ  Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄ  
Ｒａｄｉｏｇｒａｐｈ）画像が、表示部１７に表示される。
【００３０】
  図５は、表示部１７の画面を示す概要図である。また、図６は、実際の患者５７および
治療台２７を示す概要図である。なお、図６(ａ)と図６（ｂ）とは、患者５７および治療
台２７を、互いに９０度角度が異なる方向から見た図を示している。
【００３１】
  表示部１７には、三次元のＣＴ画像に基づいて作成されたＤＲＲ画像１０１、１０２と
、Ｘ線撮影画像１０３、１０４と、治療計画通りの治療を行うために必要な患者５７の体
位と治療台２７の位置を示す画像１０７が表示される。また、表示部１７には、患者５７
のデータ等を含む各種の情報を示す情報表示領域１０５と、放射線治療装置が配置される
治療室内を撮影するカメラにより撮影された患者を含む治療室内の画像１０６が表示され
る。画像１０６は、例えば、患者５７と、治療台２７との画像を含み、実際の患者５７の
体位と治療台２７の位置とを表している。治療計画通りの治療を行うために必要な患者５
７の体位と治療台２７の位置を示す画像１０７と、放射線治療装置が配置される治療室内
を撮影するカメラにより撮影された患者を含む治療室内の画像１０６との一方のみを選択
的に切り替えて表示部に表示するようにしてもよい。なお、この時点においては、Ｘ線撮
影画像１０３、１０４は、まだ、表示されていない。
【００３２】
  図５に示す状態においては、表示部１７に表示される治療計画通りの治療を行うために
必要な患者５７の体位と治療台２７の位置を示す画像１０７は、図６に示す実際の患者５
７の体位および治療台２７の位置と概ね一致している。図６に示す患者５７の体位や治療
台２７の位置が、表示部１７に表示された治療計画通りの治療を行うために必要な患者５
７の体位と治療台２７の位置を示す画像１０７と大幅に異なっていた場合には、オペレー
タが表示部１７における画像１０７を確認することで、誤りを容易に認識することが可能
となる。
【００３３】
  再度、図４を参照して、次に、治療台移動機構１８から、治療台２７の位置情報を取得
する（ステップＳ２６）。そして、そのときの治療台２７の位置と治療計画通りの治療を
行うために必要な治療台２７の位置との差が許容範囲を大きく超えている場合には、この
時点で、予め、警告表示を行う(ステップＳ２７）。これは、ヒューマンエラー等により
治療台２７の位置が治療計画の位置より大幅にずれていることを警告するためのものであ
る。
【００３４】
  次に、Ｘ線撮影画像を取得する（ステップＳ２８）。このＸ線撮影画像は、一対のＸ線
管２５、２６と、これらのＸ線管２５、２６から照射され患者５７を通過したＸ線を測定
するための一対のＸ線検出器２３、２４を備えたＸ線撮影部１２により患者５７をＸ線撮



(7) JP 6354936 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

影することにより得られる。そして、表示部１７には、Ｘ線撮影画像１０３、１０４が表
示される。
【００３５】
  図５から明らかなように、表示部１７に表示された治療計画に基づくＤＲＲ画像１０１
、１０２と、実際に患者５７を撮影して得たＸ線撮影画像１０３、１０４とにおいては、
患者５７を表す画像が完全には対応していない。このため、治療台２７の位置ずれにより
、治療計画通りの治療を行うために必要な患者５７の位置と、実際の患者５７の位置とは
、正確には一致していないことになる。
【００３６】
  次に、表示部１７に表示された治療計画に基づくＤＲＲ画像１０１、１０２と、実際に
患者５７を撮影して得たＸ線撮影画像１０３、１０４とに対して、自動位置決めまたは手
動位置決めを実行することにより、治療台２７の位置ずれ量を算出する(ステップＳ２９
）。そして、この治療台２７の位置ずれ量が許容範囲内か否かを判定する（ステップＳ３
０）。
【００３７】
  治療計画に基づくＤＲＲ画像１０１、１０２と実際に患者５７を撮影して得たＸ線撮影
画像１０３、１０４とに基づいて判定した治療台２７の位置ずれ量が許容範囲内である場
合には、患者位置決め工程（ステップＳ２）を終了し、治療ビーム照射工程（ステップＳ
３）に移行する。一方、治療台２７の位置ずれ量が許容範囲外である場合には、患者５７
の位置を治療計画通りの位置に移動させるために、位置ずれ量算出工程（ステップＳ２９
）において算出された位置ずれ量に基づいて治療台２７を移動させる。そして、ステップ
Ｓ２６からステップＳ３２を繰り返す。
【００３８】
  図７は、ＤＲＲ画像１０１、１０２とＸ線撮影画像１０３、１０４とに基づいて判定し
た治療台２７の位置ずれ量が許容範囲内となったときの表示部１７の画面を示す概要図で
ある。また、図８は、そのときの実際の患者５７および治療台２７を示す概要図である。
なお、図８(ａ)と図８（ｂ）とは、患者５７および治療台２７を、互いに９０度角度が異
なる方向から見た図を示している。
【００３９】
  この状態においては、表示部１７に表示された治療計画に基づくＤＲＲ画像１０１、１
０２と、実際に患者５７を撮影して得たＸ線撮影画像１０３、１０４とにおいて、患者５
７を表す画像が完全に対応している。また、図８に示す患者５７の体位と治療台２７の位
置と、表示部１７に表示される治療計画通りの治療を行うために必要な患者５７の体位と
治療台２７の位置を示す画像１０７とが完全に対応している。これにより、患者位置決め
工程（ステップＳ２）を終了し、治療ビーム照射工程（ステップＳ３）に移行する。
【００４０】
  次に、この発明の他の実施形態について説明する。図９は、この発明の第２実施形態に
係る放射線治療装置の概要図である。また、図１０は、放射線治療装置におけるヘッド５
５およびヘッド支持部５４の揺動動作を示す説明図である。
【００４１】
  この第２実施形態に係る放射線治療装置は、第１実施形態に係る放射線治療装置と同様
、治療台５６上で横たわった患者５７の患部に対してＸ線や電子線等の放射線を照射して
放射線治療を行うためのものであり、治療室の床面５１上に設置されたガントリー５３と
、このガントリー５３に対して水平方向を向く軸を中心として揺動するヘッド支持部５４
と、このヘッド支持部５４に支持され、患者５７に向けて放射線を照射するためのヘッド
５５とを備える。このヘッド５５は、放射線照射部として機能するものであり、第１実施
形態における放射線治療装置の水平照射ポート２１または垂直照射ポート２２に相当する
ものである。この第２実施形態に係る放射線治療装置によれば、ヘッド支持部５４の揺動
動作により、単一のヘッド５５を使用した場合においても、患者５７の患部に対して、様
々な角度から放射線を照射することが可能となる。
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【００４２】
  このような透視を実行するための、第１Ｘ線管１ａと第１Ｘ線検出器２ａとから成る第
１Ｘ線透視機構と、第２Ｘ線管１ｂと第２Ｘ線検出器２ｂとから成る第２Ｘ線透視機構と
、これらの第１Ｘ線管１ａと第１Ｘ線検出器２ａとを互いに対向配置される第１透視位置
および第２透視位置に移動させるとともに、第２Ｘ線管１ｂと第２Ｘ線検出器２ｂとを互
いに対向配置される第１透視位置および第２透視位置に移動させる移動機構とを備える。
なお、第１、第２Ｘ線検出器２ａ、２ｂとしては、例えば、イメージインテンシファイア
（Ｉ．Ｉ．）やフラットパネルディテクタ（ＦＰＤ）が使用される。
【００４３】
  第１Ｘ線管１ａは、Ｘ線管用第１台座３ａに支持されている。また、第２Ｘ線管１ｂは
、Ｘ線管用第２台座３ｂに支持されている。撮影室の床面５１に形成された凹部の底面５
２には、二つの直線部を円弧部を含む連結部により接続した略Ｕ字状のＸ線管用の第１レ
ール７３と、このＸ線管用の第１レール７３と同様、二つの直線部を円弧部を含む連結部
により接続した略Ｕ字状のＸ線管用の第２レール７４とが配設されている。これらのＸ線
管用の第１レール７３およびＸ線管用の第２レール７４は、互いに平行に配置されている
。そして、Ｘ線管用第１台座３ａおよびＸ線管用第２台座３ｂは、これらのＸ線管用の第
１、第２レール７３、７４により案内されて、第１透視位置および第２透視位置に移動す
る。
【００４４】
  同様に、第１Ｘ線検出器２ａは、Ｘ線検出器用第１台座４ａに支持されている。また、
第２Ｘ線検出器２ｂは、Ｘ線検出器用第２台座４ｂに支持されている。撮影室の天井から
は、二つの直線部を円弧部を含む連結部により接続した略Ｕ字状のＸ線検出器用の第１レ
ール７１と、このＸ線検出器用の第１レール７１と同様二つの直線部を円弧部を含む連結
部により接続した略Ｕ字状のＸ線検出器用の第２レール７２とが吊下されている。これら
のＸ線検出器用の第１レール７１およびＸ線検出器用の第２レール７２は、互いに平行に
配置されている。そして、Ｘ線検出器用第１台座４ａおよびＸ線検出器用第２台座４ｂは
、これらのＸ線検出器用の第１、第２レール７１、７２により案内されて、第１透視位置
および第２透視位置に移動する。
【００４５】
  図１１は、第１Ｘ線管１ａ、第２Ｘ線管１ｂ、第１Ｘ線検出器２ａ、第２Ｘ線検出器２
ｂが、各々、第１透視位置および第２透視位置に配置された状態を示す説明図である。
【００４６】
  この放射線治療装置におけるＸ線撮影部は、予め設定された三つのポジションにおいて
、患者５７を互いに異なる二方向から透視する構成を有する。図１１（ａ）は、第１Ｘ線
管１ａ、第２Ｘ線管１ｂ、第１Ｘ線検出器２ａ、第２Ｘ線検出器２ｂが、第１のポジショ
ンにおいて、患者５７を互いに異なる二方向から透視する状態を示し、図１１（ｂ）は、
第１Ｘ線管１ａ、第２Ｘ線管１ｂ、第１Ｘ線検出器２ａ、第２Ｘ線検出器２ｂが、第２の
ポジションにおいて、患者５７を互いに異なる二方向から透視する状態を示し、図１１（
ｃ）は、第１Ｘ線管１ａ、第２Ｘ線管１ｂ、第１Ｘ線検出器２ａ、第２Ｘ線検出器２ｂが
、第３のポジションにおいて、患者５７を互いに異なる二方向から透視する状態を示して
いる。
【００４７】
  このように、この放射線治療装置におけるＸ線撮影部は、三つのポジションにおいて患
者５７を互いに異なる二方向から透視する構成であることから、図１０に示すように、放
射線治療装置におけるヘッド５５が、患者５７に対して様々な角度から放射線を照射する
場合においても、ヘッド５５の移動に支障を来すことなくＸ線透視を実行することが可能
となる。そして、このような三つのポジションにおいては、第１Ｘ線管１ａと第２Ｘ線管
１ｂ、また、第１Ｘ線検出器２ａおよび第２Ｘ線検出器２ｂは、予め設定された第１透視
位置または第２透視位置のいずれかの一方の位置に配置されることになる。
【００４８】
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  なお、図１１（ａ）に示す第１のポジションにおいては、第１Ｘ線管１ａは第１透視位
置に、第２Ｘ線管１ｂは第１透視位置に、第１Ｘ線検出器２ａは第１透視位置に、第２Ｘ
線検出器２ｂは第１透視位置に、各々、配置される。図１１（ｂ）に示す第２のポジショ
ンにおいては、第１Ｘ線管１ａは第２透視位置に、第２Ｘ線管１ｂは第１透視位置に、第
１Ｘ線検出器２ａは第２透視位置に、第２Ｘ線検出器２ｂは第１透視位置に、各々、配置
される。図１１（ｃ）に示す第３のポジションにおいては、第１Ｘ線管１ａは第２透視位
置に、第２Ｘ線管１ｂは第２透視位置に、第１Ｘ線検出器２ａは第２透視位置に、第２Ｘ
線検出器２ｂは第２透視位置に、各々、配置される。
【００４９】
  Ｘ線管用第１台座３ａおよびＸ線管用第２台座３ｂが、Ｘ線管用の第１、第２レール７
３、７４により構成される移動経路２０に沿って移動することにより、第１Ｘ線管１ａお
よび第２Ｘ線管１ｂが、各々、第１透視位置および第２透視位置に配置される。また、Ｘ
線検出器用第１台座４ａおよびＸ線検出器用第２台座４ｂが、Ｘ線検出器用の第１、第２
レール７１、７２により構成される移動経路１０に沿って移動することにより、第１Ｘ線
検出器２ａおよび第２Ｘ線検出器２ｂが、各々、第１透視位置および第２透視位置に配置
される。
【００５０】
  この第２実施形態に係る放射線治療装置においても、図３および図４に示す工程により
放射線治療が実行される。そして、この第２実施形態に係る放射線治療装置においては、
表示部１７の表示内容が第１実施形態に係る放射線治療装置とは異なっている。すなわち
、この第２実施形態に係る放射線治療装置においては、表示部１７に表示される治療計画
通りの治療を行うために必要な患者５７の体位と治療台２７の位置を示す画像１０７に対
して、放射線照射部としてのヘッド５５と、第１Ｘ線管１ａおよび第２Ｘ線管１ｂと、第
１Ｘ線検出器２ａおよび第２Ｘ線検出器２ｂとの位置を、併せて表示するようにしている
。
【００５１】
  図１２は、このような実施形態における表示部１７の画面を示す概要図である。
【００５２】
  表示部１７には、上述した第１実施形態の場合と同様、三次元のＣＴ画像に基づいて作
成されたＤＲＲ画像１０１、１０２と、Ｘ線撮影画像１０３、１０４と、治療計画通りの
治療を行うために必要な患者５７の体位と治療台２７の位置を示す画像１０７が表示され
る。また、表示部１７には、患者のデータ等を含む各種の情報を示す情報表示領域１０５
と、放射線治療装置が配置される治療室内を撮影するカメラにより撮影された患者を含む
治療室内の画像１０６が表示される。そして、患者５７の体位と治療台２７の位置を示す
画像１０７には、ヘッド５５と、第１Ｘ線管１ａおよび第２Ｘ線管１ｂと、第１Ｘ線検出
器２ａおよび第２Ｘ線検出器２ｂとの位置が併せて表示される。これにより、ヘッド５５
と、第１Ｘ線管１ａおよび第２Ｘ線管１ｂと、第１Ｘ線検出器２ａおよび第２Ｘ線検出器
２ｂとの位置の適否をも確認することが可能となる。
【符号の説明】
【００５３】
  １ａ      第１Ｘ線管
  １ｂ      第２Ｘ線管
  ２ａ      第１Ｘ線検出器
  ２ｂ      第２Ｘ線検出器
  １０      制御部
  １１      放射線照射部
  １２      Ｘ線撮影部
  １４      ＣＴ撮影装置
  １５      治療計画装置
  １６      患者データ記憶部
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  １７      表示部
  １８      治療台移動機構
  ２１      水平照射ポート
  ２２      垂直照射ポート
  ２３      Ｘ線検出器
  ２４      Ｘ線検出器
  ２５      Ｘ線管
  ２６      Ｘ線管
  ２７      治療台
  ５３      ガントリー
  ５４      ヘッド支持部
  ５５      ヘッド
  ５６      治療台
  ５７      患者
  ７１      第１レール
  ７２      第２レール
  ７３      第１レール
  ７４      第２レール

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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